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１ 事業の趣旨  

食料品等の物価高騰に直面する市民の経済的負担の軽減を図るとともに市内の消費喚 

起を図ることを目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、みつけ

暮らし応援券（以下「応援券」という。）を発行します。  

  

２ 応援券の概要  

(１) 名 称 みつけ暮らし応援券  

(２) 発  行  者 見附市  

(３) 発行予定 額 ３億８，０００万円  

(４) 応援券内 容 全市民１人当たり１０，０００円（５００円券×２０枚）  

       大型店併用券１４枚 一般商店専用券６枚 計２０枚綴り 

 １０，０００円（２０枚）のうち、７，０００円分（１４枚）は

大型店または一般商店で使用可能な併用券とし、３，０００円分

（６枚）は一般商店のみで使用可能な専用券とする。大型店は、

売場面積が１０００平方メートル超の小売店舗、一般商店は、大

型店以外の店舗とする。 

(５) 対 象 者  

① 基準日（令和８年２月１日。以下同じ。）において市内に住所を有する全見附

市民  

② 基準日において市内に住所を有する見附市民が令和８年２月２７日までに妊

娠届出をした、２月２日以降に生まれてくる予定の赤ちゃん 

(６) 使 用 期 間 令和８年３月１１日（水）から令和８年１２月３１日（木）まで  

(７) 使用可能店舗 本要領に基づき取扱店として登録した店舗  

(８) 手 数 料 取扱店登録に伴う登録手数料・換金手数料の負担はありません。  

  

３ 応援券取扱い厳守事項  

(１) 応援券は、物品の販売または役務の提供などの取引において使用可能です。  

(２) 応援券の転売、譲渡及び換金を行うことはできません。  

(３) 応援券額面以下の使用の場合であっても、おつりはお渡しできません。  

(４) 不足分は現金等で受け取ってください。  

(５) 有効期限を過ぎた応援券は受け取ることができません。  



(６) 応援券の盗難・紛失・滅失、または偽造・変造・模造に対して、発行者は責任を

負いません。  

 

４ 応援券の使用対象とならないもの  

(１) 不動産や金融商品  

(２) たばこの販売  

(３) 商品券やプリペイドカードの販売  

(４) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営

業に係る支払い  

(５) 国税、地方税、使用料等の公租公課  

(６) その他市長が別に定めるもの  

  

５ 取扱店登録資格  

見附市に事業所または店舗を有する事業者（以下、「店舗」という。）とし、以下に該

当する店舗で、市内の店舗に限り応援券を使用することができるものとします。  

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法第７７号）第２条

第２号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、又は暴力団に 

資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するものでないこと。  

(２) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法第１２２

号）第２条に規定するもの、又はこれに類するものでないこと。  

(３) 法令又は公序良俗に反するものでないこと。  

  

６ 取扱店の責務等  

(１) 次に掲げる事項を遵守していただきます。  

① 応援券が使用可能な店舗であることが明確になるよう、市が配布する広報媒体 

（ポスター等）を、使用者がわかりやすい場所に掲示してください。  

② 確認用として配布する応援券の見本は、取扱店で応援券を取り扱うすべての方

に周知してください。  

③ 応援券を受け取った際は、応援券に問題がないか必ず確認をしてください。応

援券は偽造防止策を行っています。偽造防止策が確認できない、色合いが明ら



かに違うなど、偽造された応援券と判別できる場合は、応援券の受け取りを拒

否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してください。  

④ 受け取った応援券は再流通させないでください。  

⑤ 応援券の交換及び売買は行わないでください。  

⑥ 応援券を商品及びサービス等の対価として使用せず、直接換金はしないでくだ

さい。  

⑦ 使用者から受け取った応援券の盗難、紛失、滅失は取扱店の責務とします。  

  

    

７ 申し込みについて  

(１) 申込方法  

申し込みを希望される方は、この「募集要領」に同意のうえ、下記のいずれか

の方法でお申し込みください。 

①見附商工会ホームページ内の特設ページにある、「申込フォーム」からお申し

込みください。 

②見附商工会ホームページ内の特設ページにある、「みつけ暮らし応援券取扱店 

登録申込書」をダウンロード・印刷し、下記の申込先へ持参又は郵送で提出

してください。 

③スマートフォン・タブレット等から、右記の二次元コードを

読み取り、お申し込みください。 

  申込用 URL：https://forms.gle/oWFsa5FTwzqPcHov9 

        ④見附商工会窓口にて、「みつけ暮らし応援券取扱店 登録申込書」を入手し、

下記の申込先へ持参又は郵送で提出してください。 

 

市内に複数の店舗を持つ事業所については、複数の店舗分の申込書を提出して

ください。  

(２) 申し込み先  

見附商工会  〒954-0053 見附市本町 1丁目 4-41 

(３) 申し込み期間  

令和８年２月２日（月）から令和８年２月１７日（火）まで（必着）  

※ 申し込みは令和８年２月１７日（火）以降も受け付けますが、応援券と一緒に

送付される応援券取扱店一覧などへの記載ができない場合があります。予め

ご了承ください。  

  

https://forms.gle/oWFsa5FTwzqPcHov9


８ 取扱店の取り消し等  

この募集要領に違反する行為が認められた場合、登録を取り消すことがあります。  

また、違反行為による損害金が発生した場合、その損害金を請求することがあります。 

 

９ 換金について  

(１) 請求方法  

換金の請求は、別添の「みつけ暮らし応援券換金請求書」に請求金額を記入の上、

応援券とともに 見附商工会 へご持参ください。  

受付時間 平日 ９：００ から １６：００  

なお、初回の換金請求の際は、必ず振込口座が分かる通帳の写しを添付してくださ

い。（金融機関名、支店名、口座番号、口座名義のカナが確認できるもの）  

(２) 支払い方法・時期  

換金代金の支払いは、口座振替となります。現金での換金には応じかねますのでご

了承ください。なお、支払いは月３回（最大）とし、指定する日（５日、１５日、２

５日）に取扱店の指定口座へ換金請求後１か月以内にお支払いします。  

(３) 換金請求期間 

令和８年３月１１日（水）から令和９年１月２９日（金）まで  

※請求期限を過ぎての請求には応じませんのでご注意ください。  

  

１０ その他留意事項  

(１) 「募集要領」に記載されていない事項については、別途協議します。  

(２) 取扱店情報（店舗名称、業種等）は「みつけ暮らし応援券取扱店」一覧表、及び

見附市及び商工会のホームページで広報します。  

  

１１ お問合せ・申込先  

【取扱店の募集について（申込先）】 

見附商工会 

〒954-0053 見附市本町 1-4-41 

TEL：0258-62-1365 

MAIL：msyoukou@niigata-inet.or.jp 

【応援券事業全体について】 

見附市役所 地域経済課 商工労働係  

mailto:msyoukou@niigata-inet.or.jp


〒954-8686 見附市昭和町 2-1-1 見附市役所 2階  

TEL：0258-62-1700（内線 231）  

MAIL：chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp  

 


